
盛岡市一般廃棄物処理業許可証

盛岡市指令３廃第２－１９号

住所又は所在地 一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番地６

氏名又は名称

　　

ニッコー・ファインメック株式会社

及び代表者氏名

　

代表取締役

　

小野寺

　

真澄

令和４年２月９日むこ申請のあった一般廃棄物処理業の許可については， 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 第７条第１項の規定により， 次の条件を付けて許可します。

令和４年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

盛岡市長 谷 藤 格

　

聴き州民‐ｇ
ｉ川下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

１ 取り扱う廃棄物の種類

　

一般廃棄物（し尿及び特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器を除く）

２

　

業の種類

　

収集及び運搬 （積替えなし）

３

　

許可期間

　

令和４年３月１日から令和６年２月２９日まで

４

　

収集を行うことができる区域

　

平成４年３月３１日における都南村の区域及び平成１８年１月９日における玉山村の区域を除く盛

岡市の区域に限る。

　

なお， 収集した一般廃棄物を地方公共団体の処理施設に運搬する場合， 盛岡市の処理施設に運

搬すること。

５

　

許可の条件

　

（１） 関係法令に定める事項を遵守するとともに， 市の計画や指導に対し善良な立場において協力

　

すること。

　

（２） 業を履行する際は， 使用する車両に， 一般廃棄物収集・運搬車両である旨を表示すること。

　

（３） 地方公共団体の施設に運搬する場合は， 日時及び方法等について管理者の指示に従うこと。

　

（４）収集した廃棄物は資源化に支障のないよう適正かつ衛生的に分別すること。

　

（５）法令又は条例及び許可の条件に違反した場合は， 状況により許可の取消を行うものであるこ

　

と。


